
PPP/PFI推進アクションプラン

重点分野実行計画

令和５年６月

経済産業省



公営水力発電



①継続した補助事業を実施のうえ、ＰＦＩ事業導入を前提とした検討・移行を促進する。
②定期的に開催される講習会等の場において、積極的に先行事例の横展開を図り、各公営水力運営者の検討を促進
する。

③進捗状況について適宜公営企業局とコミュニケーションをとる。

公営水力発電分野 実行計画 概要

具体化レベル 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

具体的検討 ０件 ０件 １件 ２件 ３件

うち

実施方針公表
０件 ０件 １件 ２件 ３件

うち

実施契約締結
０件 ０件 １件 ２件 ３件

■案件候補の年度別進捗

■案件形成のための推進施策等

■PPP/PFI導入検討対象、案件候補、事業件数目標

（件数は累計値）

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、個別分野の特性を踏まえ、

他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの。
*3：事業件数目標：アクションプランに定めた、 5年間（R4-R8年度） で少なくとも具体化すべき事業件数。地方公共団体が主な事業主体であること等を踏まえ、

個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象としている。

【PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）要約】
公営水力発電は民間代替性が高い分野であることから、経営効率化の手法は公共施設等運営事業をはじめ、民営化・民間譲渡も選択肢と
して含まれ、事業者が個々の事情を勘案して最適な方法を選択していくことが重要である。これを踏まえ、今後の経営のあり方の検討（公共
施設等運営事業に加え、民営化・民間譲渡等を含む）が令和８年度までに少なくとも３件行われることを目指す。

各案件候補について、
経営のあり方を検討

各案件候補について、
経営のあり方を検討

PPP/PFI導入検討対象*1 案件候補*2 事業件数目標*3

４件 ２件 ３件



【公営水力発電】 PPP/PFI導入検討対象及び案件候補の設定の考え方

公営水力発電所
310発電所

(1都1道1府21県 計24都道府県）

＜基準設定の根拠・解説等＞

公営電気事業経営者会議資料「公営電
気事業」所載データ

ヒアリングや非公開資料等をもとに算
定

上記のうち、５０年を超え運用してい
る発電所

鳥取の案件と同等の発電規模であるこ
とから、ＰＦＩ導入時も費用メリット
がある可能性がある発電所

＜案件候補*2＞

参考：アクションプランにおける少なくとも具体化すべき事業件数目標：３件（R８年度迄）

＜PPP/PFI導入検討対象*1＞

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの
*2：案件候補：アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、

個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの

ＦＩＴや長期売買契約が修了し、一般競争入札を行っている発電所等
４５発電所

50年を超えて運用している発電所
１７発電所 ４事業者

鳥取の案件と同等の規模であり、
今後の経営の在り方の検討（公営施設等運営事業に加え、民営化・民間

譲渡を含む）が見込まれる事業

６発電所 ２事業者



【公営水力発電】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

公営
水力
発電

今後の経営のあり方の検討（公共施設等運
営事業に加え、民営化・民間譲渡等を含む）
が令和8年度までに少なくとも３件行われるこ
とを目指す。＜経済産業省＞

経済産
業省

公営
水力
発電

・公共施設等運営事業によるＰＦＩ事業の導入
を前提とした水力発電開発地点の導入可能
性調査に対する補助事業を計上し、新設の
小水力発電も含め、地方公共団体における
検討、移行を支援する。（平成３０年度開始、
令和５年度強化）＜経済産業省＞

経済産
業省

（R4実績）
・継続的な間接補助事業の
実施と、講習会等における
補助事業に関する情報提供

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

公営
水力
発電

・鳥取県営水力発電の先行事例について、
他の公営水力発電事業への適用拡大を図る
ため、情報提供をはじめとした横展開を図
る。（令和３年度開始）＜経済産業省＞

経済産
業省

（R4実績）
各企業局の状況を把握する
とともに、講習会において情
報の横展開を実施。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

令和４年度間接補助事業に

おいて、コンセッション方式

によるＰＦＩ事業に係る運営

を行う発電事業者の公募に

要する経費等に対し補助を

実施する

継続的な間接補助事業の実施を行い、各公営水力運営者のニーズを把握、検討状況について適宜確認を行う

鳥取県の先行事例につい

て、事業者ヒアリングのうえ

事例の詳細を把握のうえ、

得られた情報を下に講習会

等の場で周知

先行事例に加え、事業者ヒアリングにより得られた検討時点での課題や懸念点等も確認し、更なる検討活性化のた

め横展開を図る



経 済 産 業 省
資源エネルギー庁発電所を新設する場合のPFI事業スキームの例

PFI事業者
（設計・建設・維持管理）

国・地方公共団体等

事業契約 土地・発電ポテンシャル・モニタリング対価

小売電気事業者
（電力会社・新電力等）

金融機関
PFI推進機構

コンサル会社
PFI推進機構

コンサルティング
契約

融資

電気対価

図上での計画、
現地踏査を実施
し、発電ポテン
シャルを把握。

流量調査、地質
調査、測量等の
事業化に向けて
の調査。

○河川法、自然公園法、
環境影響評価法等の各
種法規制の許可を受けて、
発電所を建設。

事
業
化
決
定

＜建設＞＜調査＞＜計画策定＞＜地点選定＞ ＜開発同意＞ ＜維持管理＞
概略設計等に
より最適規模、
経済性を評価。

余水路

ダム
取水口

沈砂池 水路

水槽

鉄管路

発電所

放水路

水力発電の開発プロセス

開発は利害関
係者の同意
が必要。
･利水事業者
･漁業関係者
･関係自治体
等

実
施
方
針
策
定

事
業
者
公
募

事
業
契
約
締
結

国・地方公共団体等 PFI事業者

※施設の所有権、運営権の設定方法により類型が分かれる。

○電気事業
法等に基づき
施設の維持
管理を行う。





工業用水道



工業用水道分野 実行計画 概要

具体化レベル 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

具体的検討 １件 ３件 ７件 ８件 ９件

うち

実施方針公表
１件 ２件 ２件 ３件 ３件

うち

実施契約締結
０件 １件 ２件 ２件 ３件

■案件候補の年度別進捗

■案件形成のための推進施策等

PPP/PFI導入検討対象*1 案件候補*2 事業件数目標*3

２５件 ９件 ３件

■PPP/PFI導入検討対象、案件候補、事業件数目標

（件数は累計値）

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、個別分野の特性を踏まえ、

他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの。
*3：事業件数目標：アクションプランに定めた、 5年間（R4-R8年度） で少なくとも具体化すべき事業件数。地方公共団体が主な事業主体であること等を踏まえ、

個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象としている。

川崎市

川崎市

①ウォーターPPPについて、PPP／PFI導入の手引書を改訂、周知【Ｒ５年度中に改訂し公表予定】
②ウォーターPPPの導入検討について、トップセールス等の働きかけ【Ｒ５年度中に２５件実施予定】
③工業用水道事業費補助金により、多様なPPP／PFI等の導入検討費用を支援【Ｒ５年度予算から対象】
④厚生労働省との共催により官民連携推進協議会を開催し、先行事業の事例等を周知【Ｒ５年度４回実施予定】

【PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）要約】
公共施設等運営事業及び同方式に準ずる効果が期待できる官民連携方式（両者を総称し「ウォーターPPP」）をはじめとする多様なＰＰＰ／Ｐ
ＦＩを活用し、民間の創意工夫による良質なサービスの提供、収入の増加や経費の縮減による財政負担の軽減を図るため、令和８年度までに
３件の具体化を目標とする。



【工業用水道分野】 PPP/PFI導入検討対象及び案件候補の設定の考え方

工業用水道事業：
239 事業（151 事業者）

給水開始から令和８年度に60年を超える事業
65 事業

＜基準設定の根拠・解説等＞

管路の老朽化が進行している事業
（耐用年数40年を経過した導送配水管路が50%以上）

25 事業

導送配水管路延長が40kmを超えるなど、
PPP/PFIの導入検討に関心を持つ可能性のある事業

9 件

・経済産業省HP
※令和３年３月末時点における工
業用水道事業数

・地方公営企業年鑑（令和２年度）
（総務省）

・地方公営企業年鑑（令和２年度）
（総務省）

・工業用水道事業全体における導送配
水管路延長：１事業あたり平均
36.9km

・地方公営企業年鑑（令和２年度）
（総務省）より算出

・工業用水道事業全体における導送配
水管路の老朽化率：49.1％
※老朽化率：導送配水管路延長に占
める「法定耐用年数（40年）を経
過した導送配管路延長」の割合

・すでにPPP/PFI手法を導入済み並び
にPPP/PFI以外の手法によって経営
改善に取り組んでいる事業は除外

＜案件候補*2＞

参考：アクションプランにおける５年間で少なくとも具体化すべき事業件数目標：３件

＜PPP/PFI導入検討対象*1＞

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、

個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの



【工業用水道分野】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

工業
用水
道

≪工業用水道≫次に掲げる措置等を講ずる
ことにより、令和８年度までに３件の具体化を
目標とする。＜経済産業省＞

経済産
業省

工業
用水
道

・工業用水道施設の整備等に係る国費支援
に関して、ウォーターＰＰＰ導入を要件化する
ことについて検討し、令和５年度中に結論を
得る。（令和５年度開始）＜経済産業省＞

経済産
業省

ー

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

工業
用水
道

・地方公共団体におけるウォーターＰＰＰをは
じめとする多様なＰＰＰ／ＰＦＩの導入検討費
用を支援する。（令和５年度開始）＜経済産
業省＞

経済産
業省

ー
（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

工業
用水
道

・ウォーターＰＰＰの導入検討の促進に資す
るよう、「工業用水道事業におけるＰＰＰ／ＰＦ
Ｉ導入の手引書」を改訂し、地方公共団体等
に周知する。（令和５年度開始）＜経済産業
省＞

経済産
業省

ー

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

工業用水道施設の強靱化

事業の補助については、令

和10年度以降はウォーター

PPPの導入を要件化するこ

とについて検討し、令和５年

度中に結論を得る。

令和５年度中に得た結論を基に、地方公共団体に対し

て周知活動を実施。

「工業用水道事業における

PPP/PFI導入の手引書」を

改訂し、ウォーターPPPにつ

いて、説明を充実化する改

訂を行い、周知する。

厚生労働省と共催の官民連携推進協議会や地域懇談会

等において、地方公共団体に対して周知活動を実施。

多様なPPP/PFIの導入検

討費用について支援を開始。

ウォーターPPPの導入検討

の促進を念頭に支援のあり

方を検討する。

厚生労働省と共催の官民連携推進協議会や地域懇談

会等において、地方公共団体に対して周知活動を実施。

「工業用水道事業における

PPP/PFI導入の手引書」を

改訂し、ウォーターPPPに

ついて周知することで、多

様なPPP/PFIの３件の具

体化目標の達成を目指す。

ウォーターPPPをはじめと

する多様なPPP/PFIの導

入検討費用を支援し、多

様なPPP/PFIの３件の具

体化目標の達成を目指す。

工業用水道施設の整備等

に係る国費支援に関し、

ウォーターPPP導入を要件

することにより、多様な

PPP/PFIの３件の具体化

目標の達成を目指す。



【工業用水道分野】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

工業
用水
道

・先行事業において、円滑な事業運営を行え
るよう、情報提供や助言等により継続的な支
援を行うとともに、意見交換を通じて得られる
運営上の課題や導入効果を検証する。（令和
３年度開始、令和４年度強化）＜経済産業省
＞

経済産
業省 （R4実績）

・本年度より事業開始した公
共施設等運営事業（２事業）
について、PPP/PFI導入の
手引書の事例集に追加し、
公表。
・先行事業における運営権
者（２社）と、運営上の課題
や導入促進に向けた意見交
換を実施。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

工業
用水
道

・先行事業の事例、上記の手引書、令和４年
度に策定した公共施設等運営事業の契約書
及び要求水準書のひな形により、ウォーター
ＰＰＰの導入検討について、トップセールス等
の働きかけを実施する。（令和４年度開始、
令和５年度強化）＜経済産業省＞

経済産
業省

（R4実績）
・管路の老朽化が進行して
いる工業用水道事業等を25
事業選定。
・公共施設等運営事業（３事
業）について実施契約書及
び要求水準書のひな形を作
成し、HPに公表。
・当該工業用水道事業者に
対し、先行事例等の情報提
供などの働きかけを実施（12
事業）。

（R5実績） （R6実績） （R7実績）

（R8実績）

先行事業者との意見交換を

通じて、継続的な支援を行

うとともに、運営上の課題や

導入効果を検証する予定。

また、PPP/PFI導入の手引

書の事例集に先行事例を

追加し、HPで公表する。

先行事業者との意見交換を通じて、継続的な支援を行うとともに、運営上の課題や導

入効果を検証する。

先行事業における運営上

の課題や導入効果につい

て、工業用水道事業者に

対する情報提供し、多様

なPPP/PFIの３件の具体

化目標の達成を目指す。

PPP/PFIを導入した先行事

例と、類似の経営状況にあ

る（課題を抱える）事業者を

選定。当該事業者に対して、

多様なPPP/PFIの先行事例

のトップセールス等を行う。

引き続き、選定した工業用水道事業者に対し、ウォー

ターPPPの導入検討について働きかけを行う。

PPP/PFIを導入した先行

事例と、類似の経営状況

にある（課題を抱える）事

業者に対し、ウォーター

PPPの導入検討について

働きかけを行い、多様な

PPP/PFIの３件の具体化

目標の達成を目指す。

選定した工業用水道事業者

に対し、改訂手引書、先行

事業の契約書、要求水準書

のひな形等について情報提

供を行い、ウォーターPPPの

導入検討の働きかけを行う。



【工業用水道分野】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

工業
用水
道

・全国各地で官民連携推進協議会や地域懇
談会等を活用し、上記の検証結果及び
ウォーターＰＰＰについて情報提供を行い、
ウォーターＰＰＰ等の導入検討を促進するた
めの啓発活動を実施する。（令和３年度開
始、令和５年度強化）＜経済産業省＞

経済産
業省

（R4実績）
・厚生労働省と共催により４
地域において官民連携推進
協議会を開催するとともに、
経済産業省としても６ブロッ
クで地域懇談会を開催し、
公共施設等運営事業の事
例等の情報提供等の啓発
活動を実施。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

工業
用水
道

・デジタル技術を用いて、広域化と民間活用
を一体的に推進する事業モデルについて周
知し、地方公共団体等における導入検討を
促進する。（令和４年度開始）＜経済産業省
＞

経済産
業省

（R4実績）
・調査事業を実施し、デジタ
ル技術等を用いて広域化、
民間活用を一体的に推進す
る事業モデルを取りまとめた
ところ。
・工業用水道事業費補助金
において、デジタル技術や
民間活用の導入費用の一
部を補助対象として拡大す
べく、見直しを実施。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

厚生労働省と共催する官民

連携推進協議会において、

先行事例の情報共有を通じ、

他事業者の導入検討を促

進するための啓発活動を実

施する。また、経産省として

も地域懇談会等を開催し、

啓発活動を実施する。

厚生労働省と共催する官民連携推進協議会において、

上記の検証結果を含めた先行事例の情報共有を通じ、

他事業者の導入検討を促進するための啓発活動を実施

する。また、経済産業省としても地域懇談会等を開催し、

啓発活動を実施する。

全国各地で官民連携推

進協議会や地域懇談会

等を活用し、ウォーター

PPP等の導入検討を促進

するための啓発活動を実

施し、多様なPPP/PFIの３

件の具体化目標の達成を

目指す。

厚生労働省と共催する官民

連携推進協議会において、

先行事例やウォーターPPP

等について情報共有を通じ、

ウォーターPPPの導入検討

を促進する。また、経済産

業省としても地域懇談会等

を開催し、啓発活動を実施

する。

デジタル技術等を用いた広

域化、民間活用を一体的に

推進する事業モデルを創出

するため、調査事業を実施

する。また、上記の一体的

推進のための支援の在り方

について検討を行う。

調査事業で創出した事業モデルを官民連携推進協議会や地域懇談会等にて他の事業

者へ周知するとともに、工業用水道事業者間で連携した導入検討を促進する。あわせ

て、工業用水道事業費補助金において、デジタル技術や民間活用の導入費用の一部

を補助対象として支援する。

デジタル技術を用いた広

域化、民間活用を一体的

に推進する事業モデルに

ついて周知し、工業用水

道事業者間で連携した導

入検討の促進により、多

様なPPP/PFIの３件の具

体化目標の達成を目指す。



工業用水道分野における主な推進施策の概要

l 組織横断的な業務の連携
l 判断の高度化・適時性
l 顧客満足の向上

l 給水需要減・節水に伴う減収
l 更新投資費の増大・薬品の高騰
l 行政予算の制約

l 施設の老朽化
l 災害対策
l 施設能力の過剰

l 将来の人手不足、技術の継承
l 業務の効率化
l 安全な労働環境

A事業 C事業

水源

需要家

浄水場

需要家

浄水場

水源

需要家

浄水場

自動検針システム

※同事業者内の工業用水道事業、他事業者間の工業用水道事業、その他
事業（上水道、下水道、電気、ガス事業等含む）等との連携を想定。
記載内容は一例であり、特定の技術を推奨するものではありません。

官民連携・広域化等の促進の例

経営

施設・設備

業務・職員

収入・費用

想定される課題 課題解決に向けたデジタル技術等活用の方向

プロセス改革
による省人
化・効率化

共通プラット
フォームによ
る事業間連携

データ活用に
よるアセット
マネジメント
の高度化

水道標準プラットフォーム等の活用による維持管理

水源

B事業

AIを用いた管路診断

デジタル技術等を活用して広域化、民間活用を一体的に推進する事業モデルの概要

【デジタル技術等活用、広域化、民間活用の一体的推進による事業モデルの創出】

l デジタル技術等を活用した遠隔地の事業間が連携し、スケールメリットを活かして多様な民間活用の導
入を促し、工業用水道事業者の業務の効率化等を図るため、経済産業省において、令和４年度に水道情
報活用システムを含むデジタル技術等を活用して広域化と民間活用を一体的に推進する事業モデルを創
出するための調査事業を実施。

l 令和４年度に創出された事業モデルを工業用水道事業者に横展開するとともに、当該事業モデルの導入
促進のため、令和５年度より工業用水道事業費補助金において、デジタル技術等を用いた広域化等や民
間活用の導入を目指す事業の費用の一部を支援。

民
間
活
用

（出典）令和４年度「工業用水道事業におけるデジタル技術等・広域化等・民間活用の一体的導入の可能性調査事業」報告書を基に作成




